
2024年 3月 19日 

 

各  位 

株式会社福井銀行 

 

「専用帳票による振込手続き」の廃止について 

 

株式会社福井銀行（頭取 長谷川 英一）は、持続可能な地域社会の実現に向け環境問題

などの地域社会を取り巻く様々な課題解決に取り組んでいます。今般、環境保全の強化と

ペーパーレス推進の一環として、銀行窓口での専用帳票（※）による振込手続きを廃止する

ことといたしましたので、お知らせいたします。 

振込につきましては、銀行窓口に来店されなくても手続きができるＡＴＭやインターネ

ットバンキングによる振込方法についてもご案内させていただいております。併せて、店

頭業務の効率化によるお客さまの待ち時間短縮、手続きの簡素化を図っていく方針であり、

お客さまが窓口で直接入力する専用端末の導入を今後予定しております。 

福井銀行は今後もお客さまの様々なニーズにお応えするべく、より一層、サービスの拡

充に努めてまいりますとともに、地域のお客さまと一体となった持続可能な地域社会の実

現に向け取り組んでまいります。 

※専用帳票とは 

売上代金等を収納するために、収納機関さまにより作成された振込依頼書のことを指しま

す。なお、福井銀行所定の振込依頼書は今まで通りご利用いただけます。 

 

 

記 

 

１．専用帳票による振込手続きの廃止日 

2024年 3月 31日 

 

２．該当するＳＤＧｓの目標 

 

以  上 

 

 

 

 

 


